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奄美地域市町村の財政指標

朴源（鹿児島大学法文学部）

１はじめに

小稿の目的は，奄美地域市町村の財政の特

徴を，いわゆる「財政分析」に用いられる諸

指標から明らかにすることを目的としている。

財政分析の諸指標に関する説明は，伊東（『入

門地方財政』ぎようせい，1988）にならった。

金が支出されてないものと，②当年度に発生

した債権で，本来ならば当年度に属すべき収

入であるが，当年度に現金が収入されてない

ものが捨象されている。前者から後者を差し

引いた金額が｢翌年度へ繰り越すべき財源｣で，

これを形式収支から差し引いたものが実質収

支になる。

実質収支は，「翌年度へ繰り越すべき財源」

の範囲をどのように定めるかによって，「制

度上の実質収支」と「決算統計上の実質収支」

に分けられる。

制度上の実質収支は，地方自治法（地方自

治法施行令166条の２，同施行規則１６条の２

及びその別記様式）に基づく決算制度上の実

質収支で，制度繰越（継続費逓次繰越額，明

許繰越額，および事故繰越額）に伴う財源が

控除される。これらは，決算書の中の「実質

収支に関する調書」の形で，会計ごとに記載

される。

他方，決算統計上の実質収支は，決算統計

上の普通会計に関する実質収支で，制度繰越

のほかに，事業繰越額と支払繰延額が加えら

れる。事業繰越額には，①当年度の歳出予算

のうち，当年度末までに支出負担行為をする

ことができなかったため未執行となり，当年

度の決算では不要額として処理されるが，翌

年度の歳出予算に新たに計上され執行される

ものと，②支出負担行為はしたが支出が終わ

らなかったものについて，事故繰越の措置を

とらず，当年度の決算で不要額として処理さ

れるものとがある。支払繰延額とは，当年度

末までに債務が発生したが，その支払が当年

度末までにできなかったため，翌年度にその

支払を繰り延べた額をいう。

２財政収支

単純に考えると，「収支」とは収入から支出

を差し引いた金額であり，それがマイナスで

あれば，その分だけ「赤字」が発生したこと

になる。しかし，地方財政の場合は，その制

度が複雑であるため，「財政収支」の捉え方に

も幾つかの方法が存在する。

第１は，歳入決算総額から歳出決算総額を

単純に差し引いたもので，これは』慣用的に

「形式収支」と呼ばれている（地方自治法施

行規則における用語は，「歳入歳出差引額｣)。

表ｌに示されているように，奄美地域14市町

村の2000年度における形式収支は，すべて

「黒字」である。

しかし，この形式収支が財政分析の指標と

して用いられることはまずない。それには幾

つかの理由があるが，ここでは，次に述べる

「実質収支」と関連することだけ指摘してお

こう。歳入決算総額とは出納閉鎖期曰（翌年

度の５月３１日）までに収入された「現金」で

あり，歳出決算総額とは同期曰までに支出さ

れた「現金」である。つまり，形式収支は

「現金主義」に基づくものである。

そこで第２は，形式収支に「発生主義」の

要素を加味した実質収支である。形式収支に

は，①当年度に発生した債務で，本来ならば

当年度に属すべき支出であるが，当年度に現
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最後に，単年度収支に実質的な黒字要因

となる財政調整基金への積立金と地方債の繰

上償還額（一般財源をもって償還した額）を

加え，財政調整基金の取崩額を差し引くと，

実質単年度収支が得られる。実質単年度収支

は，実質的な債務の増加または貯蓄等債権の

増加を捉えようという指標である。従って，

実質収支と単年度収支がともに赤字であって

も，積立金または地方債繰上償還がその赤字

を上回るほどなされていれば，実質単年度収

支は黒字となる。奄美地域14市町村のうち，

住用村，天城町，伊仙町，および知名町の４

団体において，2000年度の実質単年度収支

が赤字となった。県内では38市町村が，そし

て全国949市町村が実質単年度収支の赤字団

体になっている。

財政収支の判断指標の基本となるのは，決

算統計上の実質収支であり，一般に「黒字」

か「赤字」かという判定もこの指標に基づい

てなされる。奄美地域14市町村の2000年度

における実質収支は，全て黒字であった。ち

なみに，鹿児島県内の96市町村も全て黒字で

あるが，全国的には14市と６町村が赤字団体

となった。

ところで，実質収支には過年度の収支状況

による影響が反映されている。例えば，前年

度の実質収支が黒字であれば，その黒字額は

基金繰入額（地方自治法第233条の２）を除

いて当年度に繰越金として流入されるので，

その分だけ当年度の実質収支の改善要因とな

るのである。

そこで第３に，このような要因を取り除く

ために，当年度の実質収支から前年度の実質

収支を差し引いたのが単年度収支という考え

方である。単年度収支は，３～５年おきに赤

字になるのが普通（ないし「健全｣）であると

いわれている。というのは，単年度収支がと

きどき赤字にならなければ，黒字が貯まる一

方であるが，黒字が累積するようであれば，

黒字を取り崩して（すなわち単年度収支を赤

字にして）行政水準を引き上げるか，または

租税等を引き下げるか，いずれかにして市民

に還元するべきであるからである。しかし，

連続して３年度以上赤字となる場合には，そ

の規模にもよるが，財政の均衡という面では

危険信号であるともいえる。

奄美地域14市町村のうち，住用村，龍郷町，

喜界町，天城町，伊仙町，および知名町の６

団体において，2000年度の単年度収支が赤

字となった。これらのうち，住用村は1997

年度から４ヶ年度連続で，そして伊仙町は

1996年度から３ケ年度連続で，単年度収支

が赤字となっていることが，表２より確認で

きる。2000年度の単年度収支が赤字となっ

た団体は，県内では39市町村，全国では1352

市町村である。

３標準財政規模との対比

財政収支が赤字であってもその金額が小さ

い場合，または赤字の金額が大きくてもその

団体の｢体力｣がそれに十分に耐えうる場合は，

さほど問題にはならない。そこで，地方公共

団体の「体力」を正確に測定することが次の

問題となる。この「体力」も様々な視点から

アプローチできるが，最初に「標準財政規模」

をとりあげたい。

標準財政規模とは，「標準的な状態で通常

収入されるであろう一般財源」をベースとし

て地方公共団体の｢体力｣を測定する考え方で，

制度上，次の二つを合計することにより求め

られる。

①（基準財政収入額一地方譲与税一交通安

全対策特別交付金）×100/７５

②地方譲与税十交通安全対策特別交付金＋

普通交付税額

基準財政収入額から地方譲与税と交通安全

対策特別交付金を除外すると，法定普通税が

残ることになるが，基準財政収入額の算定で
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ｌま法定普通税の75％（都道府県の場合は

８０％）が基準税額として算入される。①で

１００/75を乗じているのは，この理由による。

従って，標準財政規模をより単純に示すと，

「普通税，地方譲与税，および普通交付税の

合計額」ということになる。

財政収支の判断における基本的な指標は，

既に述べたように実質収支である。実質収支

の大きさを標準財政規模の大きさと比較した

ものが「実質収支比率」であり，後者に対す

る前者の割合として示される。実質収支比率

は，経験的にではあるが，３～４％が望まし

いとされている。2000年度の場合，全国市

町村の実質収支比率の加重平均3.4％であり，

奄美地域14市町村の状況は表３に示す通り

である。

ところで，実質収支が赤字であれば実質収

支比率も赤字となるが，これを特に「赤字比

率」という。赤字比率が20％（都道府県につ

いては５％）以上になると，後述の起債制限

比率による制限とは別に地方債の発行が制

限される。つまり，地方財政再建促進特別措

置法に定める財政再建計画を策定して財政再

建を行う場合でなければ，地方債をもって公

共施設等の建設事業の財源とすることができ

ない。このような団体は，地方財政再建促進

特別措置法という法律を準用した「財政再建

準用団体」と呼ばれる。

さて，標準財政規模はあくまでも規範的な

水準で地方公共団体の「体力」を測定するも

のである。従って，標準財政規模を構成する

地方税と現実の地方税との間には，超過課税，

法定外普通税，目的税などの要因により乖離

が生じうる。そこで，現実の一般財源と規範

的な一般財源を対比した指標が「経常一般財

源比率」で，標準財政規模に対する経常一般

財源の割合として示される。

経常一般財源比率は，100を超える程度が

高いほど，それだけ経常一般財源に「余裕」

があると解釈されている。

４財政構造に関する指標

最後に，「財政構造」に関する指標として，

財政力指数と経常収支比率をとりあげよう。

前者は各団体の「収入調達力」に関する指標

であり，後者は「弾力性」に関する指標であ

る。結論からいえば，これら二つの指標は，

今までの指標と違って，奄美地域市町村の特

徴を明確に示してくれる。

財政力指数は，基準財政収入額を基準財政

需要額で除して求められるもので，一般に過

去３ケ年度の平均値が利用されるが，当該年

度だけのものを特に「単年度財政力指数」と

いう。

基準財政需要額とは，「地方団体が妥当か

つ合理的な平均的水準で行政を行った場合に

要する財政需要を示す額」で，基準財政収入

額とは，「地方団体が標準的に収入しうると

考えられる地方税等のうち基準財政需要額に

対応する部分」である。従って，財政力指数

は，国が設定した行政水準の維持に必要な財

源と，規範的に算定された独自の財源とを対

比したものであるといえる。

財政力指数がｌを超えると，自前の収入で

十分ということになり，普通交付税は交付さ

れない。また，ｌに満たなければその部分は

普通交付税で手当されるので，（１－財政力

指数）は「普通交付税への依存指数」ともい

える。奄美地域市町村の財政力指数は表４に

示されているが，１４市町村すべて，全国の平

均（表５）をかなり下回っている。１人当り普

通交付税額でみると，奄美地域13町村の平均

は約39万円であるが，全国町村の平均は約

17万円である。また，名瀬市の１人当り普通

交付税額は約17万円であるが，全国の都市

（中都市および小都市）の平均は約45万円で

ある。

次に経常収支比率は，経常経費から経常

特定財源を差し引いた金額を分子とし，経常

一般財源を分母とする比率である。この分子

は，経常経費に充当する一般財源にほかなら

３
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経常収支比率の全国平均は，小都市が約

84％，町村が約80％であるが，奄美地域14市

町村は，概してこれよりかなり高い水準にあ

るといえよう。

ない。従って，経常収支比率は，経常的に収

入する一般財源を，経常的に支出する経費に

どれほど充当しているかを示す指標で，低け

れば低いほど「弾力的」ということになる。

表１奄美地域市町村の財政収支（2000年度）
(単位：千円）

実質単年度収支

(J=F+G+H-O

１３０，０９７

２３，３１３

１８３，３９８

６２１，０９３

－２６，９９７

９０，２８５

４１，２０９

２１，６１４

２４５，３８９

－３５，４２１

－１３５，９８６

１４１，７６６

－１２０，９９５

２２７，０４５

繰上償還金

（H）

積立金取崩額

（１）
積立金

（G）

単年度収支

（F）

実質収支

(E＝Ｃ－Ｄ）

繰越財源

（D）

形式収支

(C＝Ａ－Ｂ）
歳出総額

（B）

歳入総額

（A）
市町村

０
０
０
９
０
０
０
０
０
８
０
０
０
８

０
１
０
２

０
９
０
０
０
４

０
３
０
６

０
４
０
０
０
９

９
９
ｐ
９

９
，
９
９
９
９

２
６
０
９

７
６
０
０
０
８

７
８
５

６
５
０
４
０
７

１
２

０

１９，０３３

４２，６７５

２００，６１３

９，１６０

１０３，００６

０

０

０

１６，８３４

０

０

１０７，２３５

１８５，８７２

８０，０９３

２８，９２９

４０，７２３

３４１，７５３

－６，４６３

－３，５７５

５，９８９

－２５，１０５

６４，５７２

－３６，７９１

－３６，２８４

２８，７６６

－１２８，４３８

２６，０７４

５０，００４

４７，３５１

１００，０００

１６５，０４６

２０，３０６

４７４

３５，２２０

４６，７１９

２４７，８１７

４１，０３４

２９８

１５３，０００

１００，２０８

９４，０４７

名瀬市

大和村

宇検村

瀬戸内町

住用村

龍郷町

笠利町

喜界町

徳之島町

天城町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

(資料）鹿児島県『市町村財政状況」（2000年度版)。

表２奄美地域市町村の単年度収支の推移（1991-2000年度）
(単位：千円）

１９９８

１１４，３３８

－７，０７６

－６，９８６

１０４，４３２

－５，６１１

１７，２９４

１，９３０

－１１７，６２７

２，３５６

－７，９２１

－５７，２２９

８，７０８

５４，９５８

９，６０６

１９９９

－２６８，３５７

１１，２５６

５７，７９４

１２８，３９１

－１３，２２８

１２，０３７

１１，７２０

１３，６４６

－３７，８２２

３０，１６０

４２，３８３

６３，３２３

２１，９０２

４０，８１２

２０００

８０，０９３

２８，９２９

４０，２３７

３４１，７５３

－６，４６３

－３，５７５

５，９８９

－２５，１０５

６４，５７２

－３６，７９１

－３６，２８４

２８，７６６

－１２８，４３８

２６，０７４

５
３
０
２
９
３
１
４
０
８
０
３
６
０
１

９
７
２
５
７
６
６
７
２
６
５
８
６
８
９

９
４
７
２
３
１
５
４
１
９
２
７
５
４
８

１
４
６
５
３
Ｚ
３
５
８
９
４
２
０
２
ａ

７
１
８

１
１
２
１
１
９
５
３

１９９６

－１４６，６９９

－２７，５２０

－８，９６８

４５，０５６

１０，５８５

２，１０３

２４２

－１５，３４９

８，３０５

１６，０３２

－６３，３９６

１４７，４７９

７３，３５０

－３８，８７６

１９９７

１４７，２４８

１２，３９８

１４，４４３

－８１，３５４

－１，０５０

－３，１６８

21,469

１１３，６７０

２０，３５９

－１５，０４５

－２７，０４８

－１６２，４４９

－９０，１５５

－８，９８２

市町村

名瀬市

大和村

宇検村

瀬戸内町

住用村

龍郷町

笠利町

喜界町

徳之島町

天城町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

１９９３

５８，５３６

４，４６３

－４１，２５３

１０，２７７

１２，５５８

６，８３０

３９，０２３

－１９，４４７

１１，１７１

６，２７８

７７，６９５

－３０，０２３

７４，９１２

６３，１７７

１９９４

－１１８，８６７

１３，７２９

２６，８５８

－１，１６９

９９４

－１３，５６２

９，６４０

－２３，６１１

１８，８４１

３４２

－７３，０１４

１１８，８７８

３，０１２

－８，１５２

１９９２

１，４３７

９，２１３

４，８５２

－１３，３４８

４，８５７

－３１，４４７

7,437

２５，１２０

３６，９７０

－２，７０１

２８，７１０

－２５，２８８

５１，２８０

－１１，６０１

１９９１

－２０，９６１

２，３６５

７，２７７

２３，２１４

－２，７１２

９，２１３

９，０１５

－５２，９５８

－９５，２２５

－８２９

２７，８６２

４５，９２１

－３３，３０４

－３３８

(資料）鹿児島県『市町村財政状況』（各年度版)。

４



奄美ニューズレター N０．２１2005年８月号

表３奄美地域市町村の実質収支比率と経常一般財源比率（2000年度）
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村
村
町
村
町
町
町
町
町
町
町
町
町
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１，９０８，０９５
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5,627,031

１，７２１，８７４
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3,793,887

4,689,455

3,405,528

３，４１６，７２１

３，７０６，８６９

3,404,524

2,632,389

53,943,895

７２，６６０

１５５，２９７

６９１，３９０

１５，８７７

４７，６６３

１５４，０４８

１５，８１９

１２１，３０８

3,445

３２，６２１

２３０，２９４

６６，８０７

188,250

1,965,960

８
０
３
９
７
７
４
６
１
０
２
０
２
６

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
８
２
０
１
４
０
２
０
１
６
２
７
３

１

１，９１８，５９３

１，９３９，１１１

5,679,192

１，７１９，８２３

２，８８５，６３８

3,251,031

3796,655

４，７１９，２０６

3,420,109

3,425,107

3,782,931

3,483,254

2,639,779

54,333,782

５
２
３
８
５
７
７
３
３
５
５
１
８
２

５
６
９
８
９
７
０
６
４
２
０
３
２
７

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
９
０
９
０
９
０
０
０
０
２
２
０
０

０
９
０
９
０
９
０
０
０
０
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０
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０
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１
１
１
１
１
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(資料）鹿児島県『市町村財政状況』（2000年度版)。

表４奄美地域市町村の財政力指数と経常収支比率（2000年度）
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(資料）鹿児島県『市町村財政状況』（2000年度版)。

表５規模別市町村の財政力指数と経常収支比率（2000年度）
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(資料）総務省『地方財政白書」（2002年版)。
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